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窓
口
負
担
が
１
割
の
70
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
は
、
４
月
か

ら
２
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る
予

定
で
し
た
が
、
平
成
22
年
３
月

ま
で
、
引
き
続
き
１
割
に
据
え

置
か
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
平
成

21
年
８
月
診
療
分
か
ら
の
高
齢

受
給
者
証
の
負
担
割
合
は
、
前

年
の
収
入
状
況
で
再
判
定
さ
れ

ま
す
）
。

　
現
在
お
持
ち
の「
２
割
（
平
成

21
年
３
月
31
日
ま
で
１
割
）
」

と
記
載
さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証

を
変
更
し
ま
す
の
で
、
平
成
21

年
４
月
１
日
以
降
使
用
す
る
１

割
負
担
の
高
齢
受
給
者
証
を
、

３
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

※
窓
口
負
担
が
３
割
の
方
、
後

　
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象

　
と
な
る
一
定
の
障
が
い
認
定

　
を
受
け
た
方
は
、
変
更
あ
り

　
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保

　
係

　
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
減
免
対
象
の
方
に
案
内
書

を
送
付
し
ま
す
。

※
案
内
書
が
届
か
な
い
方
は
、

　
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

　
当
す
る
世
帯

　●

生
活
保
護
受
給
世
帯

　●

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

　●

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
世

　
帯

　●

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２

　
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　
が
い
る
世
帯
で
、
前
年
度
の

　
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

　
（
事
前
に
同
意
書
を
提
出
し

　
た
世
帯
）

　●

東
京
都
愛
の
手
帳
１
度
か
２

　
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　
が
い
る
世
帯
で
、
前
年
度
の

　
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

　
（
事
前
に
同
意
書
を
提
出
し

　
た
世
帯
）

　●

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

　
方
が
い
る
世
帯
で
、
前
年
度

　
の
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

　
（
事
前
に
同
意
書
を
提
出
し

　
た
世
帯
）

　●

国
民
年
金
の
遺
族
基
礎
年
金

　
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
（
国

　
民
年
金
以
外
は
対
象
外
）

　●

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

　
で
、
前
年
度
の
住
民
税
が
非

　
課
税
の
世
帯
（
事
前
に
同
意

　
書
を
提
出
し
た
世
帯
）

　●

常
時
紙
お
む
つ
を
使
用
し

　
て
い
る
高
齢
者
、
障
が
い
者

　
（
児
）
（
あ
き
る
野
市
お
む

　
つ
代
助
成
金
受
給
の
方
）
が

　
い
る
世
帯

　●

常
時
紙
お
む
つ
を
使
用
し
て

　
い
る
２
歳
未
満
児
（
１
歳
11

　
か
月
ま
で
で
、
市
内
に
住
民

　
登
録
が
あ
る
方
）
が
い
る
世

　
帯

▽
交
付
場
所
・
期
日
・
時
間

　●

五
日
市
保
健
セ
ン
タ
ー
…
３

　
月
18
日
（水）
・
19
日
（木）
・
21
日

　
（土）
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　●

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
（
市

　
役
所
１
階
）
…
３
月
24
日
（火）

　
〜
28
日
（土）
　
午
前
10
時
〜
午

　
後
４
時
（
25
日
（水）
は
、
午
後

　
８
時
ま
で
）

▽
４
月
以
降
の
交
付
場
所
　
環

　
境
課
、
五
日
市
出
張
所

※
５
月
以
降
に
手
続
き
を
す
る

　
方
は
、
袋
の
交
付
枚
数
が
少

　
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
申
請
書
、
同
意
書
、

　
有
料
ご
み
袋
を
入
れ
る
袋
な

　
ど

▽
交
付
方
法
　
同
封
の
申
請
書

　
と
同
意
書
（
必
要
な
方
に
の

　
み
同
封
）
に
必
要
事
項
を
記

　
入
・
押
印
の
上
、
指
定
し
た

　
日
時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係
（
直
通
５
５
８

　
・
１
８
３
０
）

　
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

本
人
が
直
接
国
民
年
金
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
厚

生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な
ど

に
加
入
し
て
い
る
方
を
除
く
）
。

▽
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

　●

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合

　
を
喪
失
さ
れ
た
方
…
国
民
年

　
金
の
加
入
の
届
出
が
必
要
で

　
す
。

　●

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合

　
を
喪
失
さ
れ
た
方
の
配
偶
者

　
で
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保

　
険
者
の
方
…
国
民
年
金
の
種

　
別
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す

　
（
同
日
再
就
職
し
、
厚
生
年

　
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

　
す
る
方
や
そ
の
配
偶
者
を
除

　
く
）
。

▽
持
ち
物
な
ど
　
年
金
手
帳
、

　
離
職
票
な
ど
（
退
職
日
を
確

　
認
で
き
る
書
類
）
、
は
ん
こ

▽
届
け
出
　
保
険
年
金
課
年
金

　
係
、
五
日
市
出
張
所
市
民
総

　
合
窓
口
係

▽
問
合
せ
　
青
梅
社
会
保
険
事

　
務
所
国
民
年
金
業
務
課
（
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１

　
４
）
、
保
険
年
金
課
年
金
係

　
「
特
定
健
康
診
査
」
「
長
寿

（
後
期
高
齢
者
）
医
療
健
康
診

査
」
「
生
活
習
慣
病
予
防
健

診
」
「
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
の
健
康
診
査
」
に
つ
い
て

は
、
表
の
と
お
り
行
う
予
定
で

す
。

▽
費
用
　
無
料

▽
そ
の
他

　●

詳
し
く
は
、
５
月
１
日
号
広

　
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
生

　
活
習
慣
病
予
防
健
診
は
、
６

　
月
１
日
号
広
報
）
。

　●

市
が
行
う
そ
の
他
の
健
診

　
（
生
活
機
能
評
価
、
結
核
検

　
診
、
訪
問
健
康
診
査
）
の
詳

　
細
は
、
５
月
１
日
号
広
報
で

　
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ
く

　
り
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

　
８
３
）

運
動
の
基
本

　
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止

重
点
項
目

　●

す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ

　
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

　
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

　●

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　●

飲
酒
運
転
の
根
絶

交
通
事
故
ゼ
ロ
の
日

　
４
月
10
日
は
交
通
事
故
ゼ
ロ

の
日
で
す
。

交
通
安
全
講
習
会

　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
に

先
立
ち
、
交
通
安
全
講
習
会
を

行
い
ま
す
。

※
運
転
免
許
証
が
な
い
方
も
受

　
講
で
き
ま
す
。

▽
日
時
・
場
所
　

　●

３
月
25
日
（水）
　
午
後
７
時
30

　
分
…
五
日
市
会
館

　●

３
月
27
日
（金）
　
午
後
７
時
30

　
分
…
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
（
上

　
履
き
が
必
要
で
す
）

　●

３
月
29
日
（日）
　
午
後
２
時
…

　
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　●

４
月
１
日
（水）
　
午
後
７
時
30

　
分
…
戸
倉
財
産
区
会
館

　●

４
月
２
日
（木）
　
午
後
７
時
30

　
分
…
小
宮
会
館

▽
問
合
せ
　
五
日
市
警
察
署

　
（
☎
５
９
５
・
０
１
１
０
）
、

　
福
生
警
察
署
（
☎
５
５
１
・

　
０
１
１
０
）
、
地
域
防
災
課

　
防
災
安
全
係

　
簡
単
に
わ
か
る
食
事
バ
ラ
ン

ス
ガ
イ
ド
の
活
用
方
法
を
お
伝

え
し
ま
す
。
食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ

イ
ド
は
、
「
コ
マ
」
の
形
で
、

上
か
ら
主
食
、
副
菜
、
主
菜
、

牛
乳
・
乳
製
品
、
果
物
と
分
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
中
心
軸
は
水

分
（
水
や
お
茶
）
、
紐
は
菓
子

や
嗜
好
飲
料
で
す
。
コ
マ
の
分

類
に
合
っ
た
食
べ
方
を
す
る
こ

と
で
健
康
的
な
食
生
活
が
で
き
、

生
活
習
慣
病
予
防
に
も
な
り
ま

す
。
コ
マ
を
さ
ら
に
バ
ラ
ン
ス

よ
く
回
す
に
は
、
適
度
な
運
動

が
必
要
で
す
。

▽
食
材
賞
（
じ
ゃ
が
い
も
の
ピ

　
ザ
風
）
の
紹
介

　●

材
料
（
２
人
分
、
調
理
時
間

　
約
25
分
）
…
大
き
め
の
じ
ゃ

　
が
い
も
１
個
、
ベ
ー
コ
ン
４

　
枚
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
６
個
、
ス

　
ラ
イ
ス
チ
ー
ズ
（
と
け
る
タ

　
イ
プ
）
４
枚
、
サ
ラ
ダ
油
（
大

　
さ
じ
２
分
の
１
杯
）
、
塩
・

　
こ
し
ょ
う
（
少
々
）
、
ピ
ー

　
マ
ン
、
ゆ
で
と
う
も
ろ
こ
し

　
（
コ
ー
ン
缶
で
も
可
）
、
ナ

　
ス
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
な
ど
　

※
お
好
み
で
野
菜

※
野
菜
は
炒
め
て
お
く
か
電
子

　
レ
ン
ジ
で
や
わ
ら
か
く
す
る
。

▽
作
り
方

①
じ
ゃ
が
い
も
は
、
皮
付
き
の

　
ま
ま
縦
長
で
厚
さ
１
セ
ン
チ

　
　
ぐ
ら
い
に
切
る
。

②
フ
ラ
イ
パ
ン
に
少
量
の
油
を

　
ひ
き
、
じ
ゃ
が
い
も
を
並
べ

　
て
ふ
た
を
し
、
弱
火
で
や
わ

　
ら
か
く
な
る
ま
で
両
面
を
焼

　
く
。

③
じ
ゃ
が
い
も
が
焼
け
た
ら
取

　
り
出
し
て
、
上
面
に
軽
く
塩
、

　
こ
し
ょ
う
を
好
み
に
あ
わ
せ

　
て
ふ
る
。

④
ミ
ニ
ト
マ
ト
は
半
分
、
他
は
、

　
薄
く
１
セ
ン
チ
　
角
ぐ
ら
い

　
に
切
る
。

⑤
④
の
具
を
じ
ゃ
が
い
も
の
上

　
に
の
せ
る
。
一
番
上
に
チ
ー

　
ズ
を
の
せ
て
上
か
ら
具
を
押

　
さ
え
る
。

⑥
フ
ラ
イ
パ
ン
に
戻
し
、
ふ
た

　
を
し
て
弱
火
で
チ
ー
ズ
が
溶

　
け
る
ま
で
焼
く
。

※
簡
単
料
理
レ
シ
ピ
は
、
３
月

　
20
日
（金）
の
ふ
れ
あ
い
ウ
ォ
ー

　
ク
＆
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
配
布

　
す
る
予
定
で
す
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ
く

　
り
係

め
ざ
せ
健
康
あ
き
る
野
21

め
ざ
せ
健
康
あ
き
る
野
21

健
康
情
報
「
健
や
か
」

（13）

健
康
情
報
「
健
や
か
」

（13）

す
こ
す
こ

食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
と

　
　
　
レ
シ
ピ
の
紹
介
２

食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
と

　
　
　
レ
シ
ピ
の
紹
介
２

減
免
対
象
者
に

平
成
21
年
度
用
有
料
ご
み
袋
を
交
付
し
ま
す

〜
平
成
22
年
３
月
ま
で
〜

〜
平
成
22
年
３
月
ま
で
〜

会
社
な
ど
を

退
職
し
た
と
き
は

国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
　
　
お
忘
れ
な
く

会
社
な
ど
を

退
職
し
た
と
き
は

国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
　
　
お
忘
れ
な
く

４
月
６
日
〜
15
日

　
　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

４
月
６
日
〜
15
日

　
　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

４
月
６
日
〜
15
日

　
　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

平
成
21
年
度

健
康
診
査

高
齢
受
給
者
証
の

　
　
　
　
窓
口
負
担

　
１
割
に
据
え
置
き

高
齢
受
給
者
証
の

　
　
　
　
窓
口
負
担

　
１
割
に
据
え
置
き

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

〜
や
さ
し
さ
が
　
走
る
こ
の
街
　
こ
の
道
路
〜 ※各健診ともに、長期入院・施設入所の方は対象外です。

※平成21年11月から平成22年３月までの間に75歳になる方は、特定健康診査の対象です。

受診期間

６月～９月

７月～10月

８月～10月40歳以上で生活保護を受けて
いる方

生活保護を受けている方の健康診査
　　　　　（社会保険の加入者を除く）

35歳～39歳生活習慣病予防健診

75歳以上長寿（後期高齢者）医療健診（後期高齢者医療保険加入者）

40～75歳特定健康診査（国民健康保険加入者）

対　　　象健　　診　　名

表　特定健診と長寿（後期高齢者）医療健診の日程

ひ
も

し
こ
う

運動 水分


